
令和３年新年号 №537 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店

でも配布しています。 

また、インターネットではフル

カラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 
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のうぎょうだより 

             
農家の経営とくらしに役立つ

情報をお届けします。 

発行日 毎週金曜日 

購読料 月額700円 

   （送料、税込み） 

お申込みは、農業委員・農地利

用最適化推進委員、農業委員会

事務局まで。 

 

年
頭
の
ご
挨
拶 

 

八
戸
市
農
業
委
員
会 

会
長 

 
 

 
 

 
 

籠 

田 

悦 

子  

皆
様
に
は
、
飛
躍
と
希
望
に
満
ち
た
新
年

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
謹
ん
で
お
喜
び
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
よ
り
当
委
員
会
の

活
動
に
対
し
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
昨
年
か
ら
世
界
中
で
猛
威
を
振
る

う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
災
禍
の

中
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
お
悔
み
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
入
院
や
療
養
を
さ
れ
て

い
る
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
医
療
現
場
の
最
前
線
で
治
療
に
あ

た
ら
れ
て
い
る
従
事
者
の
方
々
は
も
と
よ
り
、

介
護
や
福
祉
施
設
な
ど
で
対
応
に
あ
た
ら
れ

て
い
る
職
員
の
方
々
に
は
計
り
知
れ
な
い
苦

労
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
ご
推
察
い
た
し
ま

す
。
身
の
危
険
を
顧
み
ず
献
身
的
な
活
動
を

さ
れ
て
い
る
皆
様
に
対
し
ま
し
て
敬
意
の
念

を
抱
く
次
第
で
す
。 

農
業
分
野
の
み
な
ら
ず
市
民
生
活
に
大
き

な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
は
、
私
た
ち
農
業
者
も
含
め
市
民

一
人
ひ
と
り
が
、
お
互
い
を
思
い
や
る
気
持

ち
を
持
っ
て
、
引
き
続
き
感
染
予
防
対
策
に

努
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
今
年
中
に
こ
の
疫
病
が
退
散
し
、
い

ち
早
く
終
息
に
向
か
う
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。 

さ
て
、
我
が
国
の
農
業
・
農
村
は
、
基
幹

的
農
業
従
事
者
140
万
人
の
約
７
割
が
65
歳

以
上
と
な
り
、
農
業
・
農
村
の
持
続
性
が
損

な
わ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
直
面
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
新
た
な
「
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
農
地
・
担
い

手
対
策
を
は
じ
め
具
体
的
な
改
革
の
方
向
が

示
さ
れ
ま
し
た
。 

計
画
で
は
、
中
小
、
家
族
経
営
な
ど
多
様

な
経
営
体
が
地
域
社
会
の
維
持
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
規
模

の
大
小
や
中
山
間
地
域
と
い
っ
た
条
件
に
か

か
わ
ら
ず
支
援
す
る
」
旨
が
明
記
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
農
業
・
農
村
へ
の
国
民
理
解
を

醸
成
す
る
た
め
の
「
食
」
と
「
農
」
に
関
す

る
国
民
運
動
の
展
開
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。 

言
う
ま
で
も
な
く
農
地
は
、
国
内
の
農
業

生
産
の
基
盤
で
あ
り
、
か
つ
、
国
民
の
限
ら

れ
た
資
源
、
地
域
の
貴
重
な
財
産
で
あ
り
ま

す
。 優

良
農
地
を
守
り
、
有
効
利
用
を
促
進
す

る
こ
と
は
食
料
の
安
定
供
給
に
と
っ
て
必
要

不
可
欠
で
あ
り
、
農
業
委
員
会
の
責
務
で
す
。 

当
委
員
会
は
昨
年
７
月
に
制
度
改
正
後
２

期
目
の
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
、
新
た
な
気
持

ち
で
業
務
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。 

今
後
も
、
農
業
者
の
公
的
代
表
機
関
と
し

て
、
法
令
を
守
り
適
正
な
農
地
制
度
の
運
用

に
努
め
る
と
と
も
に
、
農
地
利
用
の
最
適
化

の
実
現
を
目
指
し
、
地
域
に
寄
り
添
う
気
持

ち
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
農
業
委
員
と
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
一
丸
と
な
り
、
国
、

県
、
各
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
農
業
者

の
皆
様
の
ご
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
誠
心
誠
意
努
力
す
る
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

結
び
に
、
皆
様
の
ご
多
幸
と
ご
健
康
を
お

祈
り
し
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 
  

謹
ん
で
新
年
の
ご
祝
詞
を
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
皆
様
の
ご
多
幸

を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

八
戸
市
農
業
委
員
会 

会

長 

籠 

田 

悦 

子 
 

馬 

場 
  

豊 
 

谷 

地 

秀 

典 
               

明 

戸 

政 

勝 
               

加 

藤 

浩 

幸 
               

齋 

藤 

正 

人 

委 

員 

一 

同 

農
業
委
員
会
事
務
局 

職
員
一
同 

謹 賀 新 年 
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農
家
座
談
会
で
の
質
問
に 

お
答
え
し
ま
す 

⑤  
      

【
回
答
】
不
法
投
棄
は
犯
罪
行
為
で
す
。

一
部
で
は
地
権
者
が
放
置
し
て
い
る
ケ 

ー
ス
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
発
見
し
た
場 

合
は
清
掃
事
務
所
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ 

い
。
そ
の
際
、
現
場
の
状
況
（
い
つ
か 

ら
、
ど
こ
に
、
ど
れ
く
ら
い
、
ど
ん
な 

物
が
）
を
わ
か
る
範
囲
で
お
知
ら
せ
く 

だ
さ
い
。 

 

清
掃
事
務
所
で
は
、
不
法
投
棄
の
早 

期
発
見
・
未
然
防
止
の
た
め
に
巡
回
パ 

ト
ロ
ー
ル
の
実
施
や
監
視
カ
メ
ラ
の
設 

置
を
し
て
お
り
、
投
棄
者
を
特
定
で
き 

た
と
き
は
撤
去
指
導
を
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
投
棄
者
が
判
明
し
な
い
場 

合
は
、
土
地
所
有
者
・
管
理
者
が
撤
去 

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
投
棄
者 

に
『
投
げ
得
』
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、 

草
刈
り
を
し
て
見
通
し
を
よ
く
す
る
、 

ロ
ー
プ
を
張
る
、
不
法
投
棄
禁
止
看
板 

（
清
掃
事
務
所
で
無
料
配
付
） 

を
立
て
る
等
の
対
策
を
し
ま 

し
ょ
う
。 

◎
不
法
投
棄
に
関
す
る
相
談
・
問
合
せ 

清
掃
事
務
所 

☎
27
‐
４
５
１
１ 

 
                                

 

 

 

11月号でお知らせしました農家座談会は、新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため、開催を中止することとなりました。 

農業・農地に関するご相談等がありましたら、地区の農業委員・農地利用最適

化推進委員、または農業委員会事務局までお問合せください。                         

問 農業委員会（市庁別館５階） ☎４３-９１６４ 

農家座談会  のお知らせ 
 

農
地
台
帳
記
載
証
明
書
は
、
農
地
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
世
帯
ご
と
の
経

営
農
地
（
現
況
が
農
地
の
自
作
地
及
び

借
入
地
）
の
面
積
を
証
明
し
た
も
の
で

す
。 

 

軽
油
引
取
税
の
免
税
申
請
、
農
家
住

宅
や
農
作
業
小
屋
の
建
築
、
他
市
町
村

の
農
地
を
取
得
ま
た
は
借
入
す
る
場
合

な
ど
に
、
農
地
台
帳
記
載
証
明
書
の
提

出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

証
明
書
の
申
請
方
法
は
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。 

◉
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の 

・
農
地
所
有
者
ま
た
は
借
入
者
が
来
庁

し
た
場
合
…
な
し 

・
農
地
所
有
者
ま
た
は
借
入
者
と
同
住

所
の
人
が
来
庁
し
た
場
合
…
な
し 

・
右
記
以
外
の
人
が
来
庁
し
た
場
合
…

委
任
状 

◉
証
明
手
数
料 

・
１
通
に
つ
き
300
円 

※
た
だ
し
、
他
市
町
村
の
農
地
を
取
得 

ま
た
は
借
入
れ
す
る
た
め
に
証
明
書
を 

申
請
す
る
場
合
は
無
料
で
す
。 

◉
申
請
場
所 

・
農
業
委
員
会
（
市
庁
別
館
５
階
） 

・
南
郷
事
務
所 

問 

農
業
委
員
会 
☎
43-

９
１
６
４ 

 

【
質
問
】
隣
地
に
不
法
投
棄
さ
れ
、

自
分
の
農
地
に
も
廃
棄
物
が
迫
っ
て

き
て
い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
で

す
か
？ 

 

【 発 熱 等 の 症 状 が あ る 方 の 受 診 方 法 】 
 ★かかりつけ医がいる方           ★かかりつけ医がいない方 

 ・まずは、かかりつけ医等に電話相談      青森県新型コロナウイルス感染症コールセンター 

 ・かかりつけ医等、相談先の医療機関が、    ☎0120-123-801 

   対応可能の場合：指定された時間に受診  （フリーダイヤル、24時間受付(土日・祝日含む)） 

   対応不可の場合：他の診療・検査医療機     

           関を案内 

★新型コロナウイルス感染症患者と接触したなど、心当たりがある方 

   受診・相談センター（八戸市保健所） ☎0178-38-0729 

新型コロナウイルス感染症に関する相談体制が変わりました 
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農地の貸し借りにあたっては、後々の予期せぬ
トラブルを回避するため、口約束ではなく法令に
基づいた文書による契約が必要となります。 

 

                               

                               

                               

 借りる人が決まっている場合 

⇒以下の２つの方法のどちらかになります 
借りる人が決まっていない場合 

農地法による貸し借り 基盤法による貸し借り 
農地中間管理機構を 

経由しての貸し借り 

概

要 

・農地法による権利移動の許可

を受けての貸し借り。（通称

「３条許可」） 

・借り手が 30ａ以上の耕作をす

るなどの要件がある。 

・市が定める農用地利用集積

計画に貸し借り内容を掲載

し、計画の公告により効力が

発生する。 

・借り手が 88ａ以上の耕作を

するなどの要件がある。 

・貸し手が「農地中間管理機

構」へ貸付希望申込書を提出

し、機構によるマッチングで借

り手が見つかった場合に、機構

を経由して貸し借りが成立す

る。 

特

徴 

・大規模経営農家でなくても借

りることができる。 

・農地法による貸し借りに比

べると提出書類が少ない。 

・申出書が契約書を兼ねてい

るので、改めて当事者間で貸

借契約を交わす必要がない。 

・貸し手が自分では借り手を探

すことができない場合に、有効

な方法の 1つである。 

・機構を経由して貸借契約を交

わす。 

注

意

点 

・基盤法による貸し借りに比べ

ると提出書類が多い。 

・許可を受けてから、別途当事

者間で貸借契約を交わす必要が

ある。 

・借り手が 88ａ以上の耕作を

することが必要である。 

・借り手が見つかるという保証

はない。 

・借り手の選考については、機

構に委ねなければならない。 

 

主な貸し借りの方法は次のとおりですが、貸

す側・借りる側・場所などの諸条件により利用
できる方法が異なりますので、詳しくは地区の
農業委員・農地利用最適化推進委員、または農
業委員会にお問い合わせください。 
問 農業委員会  ☎４３-９４４８ 

 

水田を畑として利用するため客土を行うなど、農地として利用するために盛土または掘削などの

農地改良を行う場合は、事前に農業委員会への届出が必要です。 

ただし、残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は、農地を農

地以外のものにする行為に該当し、農地改良には該当しません。 

提出書類 

①農地改良届出書 ②計画書 ③案内図 ④誓約書 ⑤隣地所有者の同意書 

注意事項 

●周囲の農地に対する日照、排水、通風及び道水路などに影響を及ぼさないこと。 

●災害の発生を未然に防止し、万一発生した場合は自己責任において善処すること。 

●農地改良において、表土扱いするなど、その土壌が耕作に適していること。 

●農地の形質変更に伴い耕作を中断する期間は、原則１年以内とすること。 

※なお、土地改良区の受益地内にある農地については、事前に土地改良区へ相談してください。 

問 農業委員会 ☎４３－９４４８ 
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の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

古
舘 

新規の農地情報をお知らせします。詳細につい

て確認したい方は、「全国農地ナビ」をご覧いた 

だくか、農業委員会までお越しください。新規以

外の情報は折込チラシにございます。 

 農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談

ください。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 市川町 
稲荷下 

114 田 
（農用地） 

677 

応相談 

115 
田 

（農用地） 567 

116 田 
（農用地） 337 

134 田 
（農用地） 1,008 

135 田 
（農用地） 929 

136 田 
（農用地） 728 

137 田 
（農用地） 198 

稲荷後 66-134 畑 2,010 

② 豊崎町 下谷地 
23 田 

（農用地） 887 
応相談 

24 田 
（農用地） 2,798 

③ 豊崎町 

大長窪 31-4 畑 
（農用地） 1,133 

応相談 
替地 
山下 

5-1 田 
（農用地） 4,245 

13 田 
（農用地） 1,180 

浜坂脇 ９ 田 
（農用地） 2,381 

 

 

 
■農地を買いたい・借りたい方 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

③農地台帳記載証明書 
（耕作証明書） 
※申出者が市外居住者の場合 

居住地の農業委員会 

 

 
■農地を売りたい・貸したい方           

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②全部事項証明書（土地） 法務局（登記所） 

③公図 法務局（登記所） 

④住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

 

農地情報への掲載について 
○農地情報掲載の提出書類一覧（全て１部） 

 

編
集
発
行 

令
和
３
年
新
年
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

９
１
６
４
） 

印
刷
部
数
４
，
１
５
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.84
円 

編
集
後
記 

 

商
工
会
議
所
発
行
の
八
戸
プ
レ
ミ
ア
ム
付

食
事
券
を
購
入
し
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
、

行
っ
た
こ
と
の
な
い
お
店
を
開
拓
し
て
み
よ

う
と
思
い
、
参
加
店
一
覧
の
中
か
ら
お
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た
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に
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を
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も
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コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
見
え
な
い
敵
と

の
戦
い
も
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
が
、
今

年
も
１
年
健
康
で
い
ら
れ
る
よ
う
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。 

 

農地法関係の申請受付日等について 
農業委員会で設定している、農地法第３・４・５

条の許可申請・届出の受付期間等をお知らせしま

す。 

 申請内容や申請書類については、事前に農業委員

会でご確認ください。 

※今年度の年間予定については、農業委員会の窓口

及び市ホームページへ掲載しています。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

１月 １/12-１/20 ２/17 ３/４ 

２月 ２/12-２/19 ３/18 ４/１ 

３月 ３/11-３/19 4月中旬予定 5月上旬予定 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 
農地法届出 

届出月 締切日 交付日 締切日 交付日 

１月 １/５ １/15 １/20 １/29 

２月 ２/５ ２/15 ２/22 ２/26 

３月 ３/５ ３/15 ３/22 ３/31 

 ◎３条申請…農地を農地として使うために売ったり、

貸したりする場合 

◎４・５条申請…農地に建物を建てたり、植林する等、

農地以外として使う場合 

※農地の売買、贈与、貸借、転用については、事前に

農業委員会へご相談ください。 


